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証券コード 8057
平成24年９月26日

株 主 各 位
東京都中央区新川二丁目４番７号

代表取締役
社 長 柏 原 孝

第74期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第74期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さ
いますようご案内申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまし
て、後述のご案内に従って平成24年10月12日（金曜日）午後５時15分までに議
決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。
【書面による議決権行使】
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただく方法

【インターネットによる議決権行使】
当社の指定する議決権行使サイト（http://www.webdk.net）にアクセスして
いただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パ
スワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って議決権を行使していただく方法

敬 具

記
1. 日 時 平成24年10月13日（土曜日）午前10時

2. 場 所 東京都中央区新川二丁目４番７号
株式会社内田洋行 新川本社ビル ２階
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）
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3. 目 的 事 項
　報 告 事 項 1. 第74期（平成23年７月21日から平成24年７月20日

まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及
び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第74期（平成23年７月21日から平成24年７月20日
まで）計算書類報告の件

　決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
（１）議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を行使さ

れた場合は、インターネットによる議決権の行使を有効とさせていただき
ます。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に
行使された内容を有効とさせていただきます。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。また、本招集
ご通知をご持参下さいますようお願い申し上げます。

○当社は、法令及び定款第15条の規定に基づき、添付書類のうち、次に掲げる事項をインターネット
上の当社ウェブサイト（http://www.uchida.co.jp/）に掲載しておりますので、本株主総会の添付
書類には記載しておりません。
① 連結計算書類の「連結注記表」
② 計算書類の「個別注記表」
なお、添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役がそれぞれ
会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

○株主総会参考書類ならびに添付書類について、修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（http://www.uchida.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
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【議決権行使についてのご案内】

１．書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年10月12日（金
曜日）午後５時15分までに到着するようご返送ください。

２．インターネットによる議決権行使
(1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用い
ただくことによってのみ可能です。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインタ
ーネットでもご利用いただけます。
【議決権行使サイトURL】 http://www.webdk.net

(2) インターネットにより議決権を行使される場合は、平成24年10月12日（金曜日）午後５
時15分までに、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご
利用の上、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

(3) 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるも
のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

(4) インターネットによって、複数回数、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行
使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきま
す。

(5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通
信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

(6) 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
① インターネットにアクセスできること。
② パソコンを用いられる場合には、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとし
て、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環
境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること。

③ 携帯電話を用いられる場合には、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信) が可
能な機種であること。（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能
な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。）
（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商
標です。）

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくだ
さいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行 証券代行部
【専用ダイヤル】 0120－186－417（午前９時～午後９時）
＜議決権行使に関する事項以外のご照会＞

0120－176－417（平日午前９時～午後５時）
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（添付書類）
事 業 報 告
（平成23年７月21日から
平成24年７月20日まで）

1． 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により深刻な状況で推移してま
いりましたが、その後官民の総力を結集した復旧・復興努力を通じて回復基調に転じましたも
のの、欧州金融危機に端を発した世界経済の減速、急速な円高の進行などから景気の回復は緩
やかなものとなりました。
　このような状況のもと、当社グループは、海外事業の拡大、環境対策事業の加速化、事業本
部組織の再編、グループ会社の事業再編などにより事業構造改革を進め、経営体質強化に努め
てまいりました。
　公共関連事業分野では、小中高等学校及び大学向け教育用ＩＣＴシステムの売上が伸長し、
また、情報関連事業分野でも中堅中小企業向けならびに福祉施設向けのソリューションビジネ
スが拡大し、直系販売会社の合併後の業績も堅調に推移いたしました。一方で、オフィス関連
事業分野では、復興支援需要や首都圏新築ビル案件、移転案件などの需要が回復し前年同期の
業績を上回り、赤字幅は縮小したものの、国内市場での競争は一層厳しい環境が続き、当初の
計画を達成することはできませんでした。
　これらにより、当連結会計年度の売上高は1,212億９千４百万円（前連結会計年度比2.8％
増）となりました。利益面では、営業損失２億２千８百万円（前連結会計年度は19億８千７百
万円の営業損失）、経常利益２億９百万円（前連結会計年度は15億６百万円の経常損失）とな
りました。また、特別損失として保有する有価証券の減損約２億円や東京地区の事務所再編成
に係る費用約１億３千万円などを計上したこと、平成23年度税制改正による繰延税金資産の取
り崩しの影響などにより、当期純損失は６億６千万円（前連結会計年度は21億６千万円の当期
純損失）となりました。
　当期の単体業績につきましては、売上高782億８千１百万円（前期比0.2％減）、営業損失10
億７千８百万円（前期は25億４千万円の営業損失）、経常損失４億８千５百万円（前期は18億
２千１百万円の経常損失）、当期純損失は７億９千万円（前期は17億８千２百万円の当期純損
失）となりました。
　セグメント毎の業績は以下のとおりであります。
　なお、報告セグメントにつきましては、これまで「公共関連事業」「オフィス環境事業」「情
報エンジニアリング事業」としておりましたが、当連結会計年度の組織変更に伴い、従来「情
報エンジニアリング事業」に含めていた首都圏を中心とした大手企業を担当するオフィスエン
ジニアリング部門の「オフィス環境事業」への統合等により各報告セグメントの変更を行って
おります。併せて「オフィス環境事業」「情報エンジニアリング事業」をそれぞれ「オフィス
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関連事業」「情報関連事業」に名称変更しております。前年同期比の金額及び比率については、
前連結会計年度を当連結会計年度において用いた報告セグメントの区分に組替えて算出してお
ります。

　報告セグメント別売上高

分 野 売 上 高
百万円

売上構成比
％

公 共 関 連 事 業 43,348 35.7

オ フ ィ ス 関 連 事 業 41,010 33.8

情 報 関 連 事 業 35,882 29.6

そ の 他 1,053 0.9
合 計 121,294 100.0

　公共関連事業分野
　公共関連事業分野では、一昨年の「スクールニューディール」に代表される大型商談による
需要先取りの影響が継続しておりましたが、その後の首都圏を中心とした教育市場の需要回復
と自治体における更新需要の取り込みにより売上、利益とも前年を上回りました。
　その中で教育ＩＣＴ分野では、小中高等学校におけるコンピュータを中心とした情報機器、
コンテンツ配信システム「ＥｄｕＭａｌｌ」を融合した総合的な提案を積極的に推進してまい
りました。また、大学市場では高度なネットワークインフラの導入及び語学システムなどの提
案を進めたことにより首都圏を中心に売上を伸長させることができました。教材販売事業では
学校向け通販事業「ＵＣＨＩＤＡＳ」がカタログの一層の充実と販売チャネルの拡大により、
引き続き順調に推移し事業全体でも売上を伸ばしました。教育用什器・施設設備は震災による
主力工場の回復に時間がかかりましたが、代替工場及び代替製品での対応等によって、ほぼ前
年並みの売上を確保いたしました。
　自治体向け情報システム分野では基幹系業務システムである「Ａｃｒｏｃｉｔｙ」が住基法
改正に伴うシステム更新需要を積極的に取り込み前年から大きく回復しました。
　これらの結果、売上高は433億４千８百万円（前連結会計年度比2.8％増）、営業利益は８億
４千５百万円（前連結会計年度比72.8％増）となりました。

　オフィス関連事業分野
　オフィス関連事業分野では、当連結会計年度よりオフィス環境部門とオフィスエンジニアリ
ング部門を統合し、一層の事業効率化とコスト削減を通じ、利益率の向上を図ってまいりまし
た。商品開発面では、ベーシックな製品に競争力を持たせるべくデスクシステム「ＳＣＡＥＮ
Ａシリーズ」や「ＳＴワゴン」等を投入するとともに、輸入商品の取り扱いも強化してまいり
ました。福祉施設や病院施設向け提案も強化すべく、カタログ発刊と品揃えの拡充を行いまし
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た。また、省エネルギー要請への対応に向けては、新規事業のＥＣＯ事業が需要の高まりとと
もにＬＥＤ照明を中心に伸長してまいりました。
　更には、お客様の急速な経営環境の変化やワークスタイルの変化への対応に資するべく、新
川第２オフィスの竣工を機に自社実践を通じてワークスタイルの変革（Change Working）
の提案もスタートさせ、価値提供による利益率の改善とともに売上高も回復傾向にあります。
　しかしながら、依然厳しい競争環境が続いたことから、売上高は410億１千万円（前連結会
計年度比1.7％増）、営業損失は17億１千３百万円（前連結会計年度は24億３千６百万円の営
業損失）となりました。

　情報関連事業分野
　情報関連事業分野のうち、業務系システム分野では、中堅中小企業マーケットにおける主力
商品である「スーパーカクテルシリーズ」ならびに福祉施設を対象とする「絆シリーズ」が、
ともに好調な受注状況で推移し、業績に貢献しました。また、期初に再編・統合を実施した直
系販売会社の業績も堅調に推移いたしました。
　他方、情報系システム分野では、首都圏中堅以上の企業に対して、震災以降のＢＣＰ対策及
び仮想化、情報基盤再構築の提案を積極的に行ってまいりました。また、スマートフォンの企
業内利用におけるセキュリティ課題への対応やタブレット端末を活用した会議室予約システム
（ＳｍａｒｔＲｏｏｍｓ）、企業内ＳＮＳポータル（ＳｍａｒｔＡｍｉｇｏ）の開発と、これら
の案件の受注獲得が奏功しました。また、大手企業向けライセンス販売も増加いたしました結
果、売上高は358億８千２百万円（前連結会計年度比4.0％増）、営業利益は３億７千３百万円
（前連結会計年度は２億３千６百万円の営業損失）となりました。

　その他
　主な事業は人材派遣事業と教育研修事業であり、売上高は10億５千３百万円（前連結会計年
度比0.9％減）、営業利益は１億３千５百万円（前連結会計年度比45.2％増）となりました。

（2）設備投資の状況
　記載すべき事項はありません。

（3）資金調達の状況
　記載すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
　今後のわが国経済の見通しにつきましては、本格的な復興施策の推進によって着実に需要が
生まれることから、内需の成長が期待され景気は緩やかに回復していくものと見込まれます。
一方、欧州債務危機を巡る不確実性が依然として高い中で、世界経済の減速感が広がりつつあ
ることや政府によるエコカー補助金終了による影響、引き続く円高やデフレ、日本国内の政治
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の混迷による先行き不透明感など、景気を下押しするリスクが内在し、予断を許さない状況で
推移するものと思われます。
　このような状況のもと、当社グループは、今般、第13次中期経営計画（2013年７月期～
2015年７月期）を策定いたしました。
　① 計画策定の背景

前中期経営計画である第12次中期経営計画（2010年７月期～2012年７月期）では、
グループビジョンを「ユビキタスプレイスを創造するインテグレーターになる」と制定
し、そのビジョンの具現化に向け各種事業戦略を実行してまいりました。しかしながら、
本期間においては、東日本大震災による景気の低迷や急速な円高の進行、欧州債務危機に
よる世界経済の減速などの影響も相俟って、市場変化に的確に対処することができず、期
間中の数値目標は達成できませんでした。

　② 計画の骨子
第13次中期経営計画では、安定した利益の追求や顧客の立場にたった新しい価値の提
供、活力ある誠実な企業の確立を目指すべく、グループビジョンを「情報の価値化と知の
協創をデザインするカスタマーズ ファースト コーポレーション」に改めました。これ
は、情報価値化社会の進展も鑑み、「情報の価値化」と「知の協創」を融合することによ
って新たなる付加価値を創出し、お客様の視点にたってその価値を提供できる企業を目指
していくことであります。そして、企業としての存在価値の根幹である「健全なる持続的
成長」を真摯に追求してまいります。数値目標は、第13次中期経営計画最終年度である
2015年７月期に連結売上高1,450億円、連結営業利益32億円を見込み、着実な経営を推
進してまいります。

　当社グループは、このビジョンのもと、事業構造改革を更に進め、安定した利益の追求と企
業価値の向上になお一層努力していく所存であります。

　事業分野別では、次のとおり進めてまいります。
　公共関連事業分野では、官公庁、自治体、学校市場向けの強みとノウハウを生かしお客様に
対して総合的な提案を進めてまいります。文教市場では学校と教育のデジタル化の流れに伴
い、校務システムの販売、コンテンツ配信システム「ＥｄｕＭａｌｌ」によるデジタル教科書
の配信や安心安全に関わる製品・サービスの一層の充実を図ります。また、教材整備指針に基
づく需要に対応すべく学校通信販売事業「ＵＣＨＩＤＡＳ」の拡大と教育環境全体の効率化を
図る設備やシステムの統合提案を進めてまいります。官公自治体では更新需要が一巡します
が、今後、法改正が予想される共通番号制度（マイナンバー）法案や障害者総合支援法などへ
の対応、大規模な自治体クラウドの情報環境基盤への提案に向けて、技術力アップ及び人員確
保の両面におけるＳＥ体制の整備・強化を進めてまいります。共通する技術基盤として官公自
治体、教育ＩＣＴ分野でのアプリケーションの「クラウド化」を完成させるとともに、先進的
なネットワーク商談に積極的に取り組んでまいります。また、「クラウド」を生かした地域コ
ミュニティづくりに貢献するためのネットワーク構築や施設設備の新たな提案を積極的に実施

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年09月12日 18時01分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20120208_01）



してまいります。
　オフィス関連事業分野では、今後大都市圏を中心にオフィスフロアの供給が増加し、企業の
安全対策やエネルギー対策の観点でのオフィス移転ニーズと相乗して、需要が拡大することが
期待されていることから、首都圏及び京阪神での営業体制とグループでのエンジニアリング体
制の強化を図ってまいります。また、前期にスタートいたしました、お客様の働く場と働き方
の変革（Change Working）を支援するためのコンサルティング事業を積極的に推進してま
いります。併せて、ＩＣＴ×Ｄｅｓｉｇｎのコンセプトのもと、エンジニアリング機能を更に
強化し、空間構築と運用、利活用を通じて、ＥＣＯ事業を含めたトータルオフィス事業の推進
によってお客様の生産性向上と省エネルギー化への貢献を果たしてまいります。
　情報関連事業分野のうち、業務系システム分野では、ソフトウェアメーカーとして製品強化
を継続的に実施し、お客様の満足度向上を図り、販売本数拡大と収益構造を確立することが喫
緊の課題となります。「絆シリーズ」においては、障害者福祉施設向けに「新福祉台帳システ
ム」の新シリーズ投入を計画中であります。「スーパーカクテルシリーズ」においては、前期
に開発し販売を開始した年商50～300億円の民間企業向けシステムである「スーパーカクテル
Ｉｎｎｏｖａ（イノーヴァ）」の販売活動を一層強化し、販売、サポートの経験を重ねてノウ
ハウを蓄積するとともに、パートナービジネスを本格的に開始する準備を並行して推進いたし
ます。情報系システム分野では、民間企業、公団体、学校等の市場を問わず、多機能タブレッ
トやスマートフォンの導入が進む中、その利用によって業務の効率性や生産性を高めるオリジ
ナルソリューションの開発や、セキュリティ対策に代表される情報基盤整備の諸課題に対応す
るネットワークエンジニアの強化を早急に整備し、お客様への提案力と構築力の強化を図って
まいります。

（5）財産及び損益の状況

区 分 平成21年度
第 71 期

平成22年度
第 72 期

平成23年度
第 73 期

平成24年度
第 74 期

（当連結会計年度）
売 上 高（百万円） 126,835 141,751 118,025 121,294
経 常 利 益 ま た は
経 常 損 失(△)（百万円） △357 2,288 △1,506 209

当 期 純 損 失(△)（百万円） △386 △2,092 △2,160 △660

１株当たり当期純損失(△)　（円） △7.22 △39.04 △42.51 △13.15

総 資 産（百万円） 89,264 85,152 76,523 79,238

純 資 産（百万円） 38,528 35,697 31,699 30,497
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（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ウチダインフォメーション
テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社

百万円
30 100.0％ ソフトウェアの開発・運用・保守

ウチダエムケー SDN.BHD.
（マ 　 レ ー シ ア）

百万マレーシアリンギット
10

100.0％
（100.0％） オフィス家具の製造

ウチダ・オブ・アメリカCorp.
（ア 　 メ リ カ）

百万USドル
0.3 100.0％ 筆記具等事務用品の販売

株式会社ウチダシステムソリューション 百万円
35 100.0％ 情報処理機器・オフィス機器の販売・保守、ソフ

トウェアの開発・販売・保守

株式会社ウチダ人材開発センタ 百万円
200 100.0％ 労働者派遣事業、有料職業紹介事業、教育研修事

業

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 百万円
408

100.0％
（16.2％）

情報処理機器の販売・保守、ソフトウェアの開
発・販売・保守

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ西日本 百万円
100 100.0％ 情報処理機器の販売・保守、ソフトウェアの開

発・販売・保守
内田洋行グローバルリミテッド
（ 中 国 ・ 香 港 ）

百万円
230 100.0％ 情報処理機器・オフィス機器・教育用機器の販

売・輸出入

大阪ウチダシステム株式会社 百万円
30 100.0％ 情報処理機器・オフィス機器の販売・修理

株 式 会 社 サ ン テ ッ ク 百万円
32 100.0％ オフィス家具の製造

株 式 会 社 太 陽 技 研 百万円
90

100.0％
（100.0％） 事務用機械器具等の製造

株式会社東京ウチダシステム 百万円
62 100.0％ 情報処理機器・オフィス機器の販売・修理

株 式 会 社 マ ー ビ ー 百万円
90

100.0％
（30.0％） 筆記具・設計製図用品の製造・販売

ウチダスペクトラム株式会社 百万円
1,334 96.8％ ソフトウェアライセンスの販売、ソフトウェアの

企画・開発・販売

株 式 会 社 ウ チ ダ テ ク ノ 百万円
38 86.9％ 建築施工に関する設計・施工請負、印刷用・事務

用・教育用機械器具の開発・販売・保守

ウ チ ダ エ ス コ 株 式 会 社 百万円
334

43.9％
（9.5％） 情報処理機器及び関連機器の販売、保守

（注）1. 議決権比率の（ ）内の数字は間接所有割合（内数）であります。
2. 内田洋行グローバルリミテッドは、平成23年５月25日に設立いたしましたことから、当期より重要な子
会社に含めることといたしました。
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（7）主要な事業内容
　当社グループは、オフィス関連事業（オフィス関連家具の製造・販売、これに伴う内装イン
テリア・ネットワークの設計・デザイン・施工、各種事務用機械、事務用品の製造・販売）、
教育関連事業（学校教育市場への教育機器・教材・コンテンツの製造・販売、ＩＣＴシステム
の構築、学校空間デザイン・家具販売・施工）、情報関連事業（民間企業・公共団体向けの基
幹業務他のコンピュータソフトウェアの開発・販売・システムインテグレーションサービス、
コンピュータハードの販売、保守サポート）及び不動産賃貸事業、労働者派遣事業、教育研修
事業を営んでおり、さらに各事業に関する各種役務提供等の事業活動を展開しております。

（8）主要な営業所及び工場
当社本社・支店

本社 東京都中央区新川二丁目４番７号
支店 大阪、北海道、九州

営業拠点 （当社） 新川第２オフィス（東京都中央区）、清澄オフィス（東京都江
東区）、東陽町オフィス（東京都江東区）
仙台、横浜、名古屋、京都、神戸、広島

（子会社） ウチダインフォメーションテクノロジー㈱（東京都江東区）、
㈱ウチダシステムソリューション（北海道札幌市）、㈱ウチダ
人材開発センタ（東京都中央区）、㈱内田洋行ITソリューショ
ンズ（東京都港区）、㈱内田洋行ITソリューションズ西日本
（京都府京都市）、大阪ウチダシステム㈱（大阪府大阪市）、㈱
東京ウチダシステム（東京都中央区）、ウチダスペクトラム㈱
（東京都中央区）、㈱ウチダテクノ（東京都荒川区）、ウチダエ
スコ㈱（東京都江東区）、ウチダ・オブ・アメリカCorp．（米
国)、内田洋行グローバルリミテッド（中国・香港）

生産拠点 ㈱サンテック（栃木県鹿沼市）、㈱太陽技研（群馬県みどり市）、㈱マービー
（山形県米沢市、千葉県館山市）、ウチダエムケーSDN.BHD．（マレーシア）

物流拠点 京葉物流センター（千葉県船橋市）、江戸崎物流センター（茨城県稲敷市）、
大阪物流センター（大阪府大東市）、犬山物流センター（愛知県犬山市）、
札幌物流センター（北海道札幌市）、釜山新港物流センター（大韓民国）

（注） 新川第２オフィス（東京都中央区）は、平成23年11月に竣工し、平成24年１月より業務を開始しておりま
す。
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（9）従業員の状況
　 ① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比

3,055名 17名減

（注） 従業員数には臨時従業員（期中平均雇用人員886名）は含んでおりません。

　 ② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
1,382名 39名減 43歳 ３ヶ月 19年 ６ヶ月

（注） 従業員数には臨時従業員（期中平均雇用人員531名）は含まず、他社への出向者を含んでおります。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,150百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,460百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 930百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 480百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 440百万円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、平成24年６月１日付で、当社を存続会社とし、連結子会社である株式会社アールデ
ィーを消滅会社とする吸収合併を行いました。
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2． 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 180,000,000株
（2）発行済株式の総数 52,096,858株（自己株式 1,763,189株を含む）
（3）株 主 数 5,675名
（4）大 株 主（上位10名）

株 主 名 持株数 持株比率

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2,485,928株 4.93％

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,071,960株 4.11％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 1,826,000株 3.62％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 1,577,000株 3.13％

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,386,000株 2.75％

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 1,374,000株 2.72％

内 田 洋 行 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 1,189,150株 2.36％

株 式 会 社 ハ ン 六 文 振 連 絡 協 議 会 941,000株 1.86％

陽 光 持 株 会 925,300株 1.83％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 899,920株 1.78％

（注） 当社は、自己株式1,763,189株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率
は、自己株式1,763,189株を控除して計算しております。

3． 会社の新株予約権等に関する事項
　 記載すべき事項はありません。
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4． 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 柏 原 孝

取 締 役 大 久 保 昇 公共本部長兼教育ＩＣＴ・環境ソリューション事業
部長兼教育総合研究所長

取 締 役 武 幸 太 郎 マーケティング本部長
内田洋行グローバルリミテッド取締役社長

取 締 役 後 藤 弘 治
管理本部長
ウチダインフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長
株式会社ハンドレッドシステム代表取締役社長

取 締 役 齋 藤 憲 次 情報事業本部長

取 締 役 岩 田 正 晴 オフィス事業本部長兼ＥＣＯ事業部長兼オフィス事
業本部企画部長

取 締 役 井 上 巖
常 勤 監 査 役 久 田 雅 康
常 勤 監 査 役 渡 邊 義 夫
常 勤 監 査 役 福 井 賢
常 勤 監 査 役 木 岡 明 治

監 査 役 野 辺 地 勉 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人代表社員
菱洋エレクトロ株式会社社外監査役

（注）1. 井上巖氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 渡邊義夫、福井賢及び野辺地勉の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 渡邊義夫及び福井賢の両氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

4. 野辺地勉氏は、監査法人における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも
のであります。

5. 当社は、井上巖及び野辺地勉の両氏を、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員と
して、両取引所に届け出ております。

6. 平成24年７月21日付で、以下の取締役の担当が変更となりました。
　

地 位 氏 名 担 当
取 締 役 後 藤 弘 治 社長付
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7. 当社は、平成18年７月21日より執行役員制度を導入しております。
　 平成24年７月21日現在の執行役員は以下の17名で構成されております。
　 なお、※印は取締役との兼務を示しております。
※専務執行役員（公共本部長兼教育ＩＣＴ・環境ソリューション事業部長兼教育総合研究所長） 大久保 昇
※常務執行役員（マーケティング本部長） 武 幸太郎
※常務執行役員（情報事業本部長） 齋 藤 憲 次
※執 行 役 員（オフィス事業本部長兼ＥＣＯ事業部長兼オフィス事業本部企画部長） 岩 田 正 晴
　執 行 役 員（情報事業本部情報システム事業部長） 江 口 英 則
　執 行 役 員（公共本部教育ＩＣＴ・環境ソリューション事業部施設設備分野担当兼東日本施設設備営業部長） 菊 池 政 男
　執 行 役 員（公共本部教育機器事業部長兼東日本機器営業部長兼西日本機器営業部長） 岩 瀬 英 人
　執 行 役 員（オフィス事業本部オフィスエンジニアリング事業部知的生産性研究所長） 平 山 信 彦
　執 行 役 員（情報事業本部情報エンジニアリング事業部長） 朝 倉 仁 志
　執 行 役 員（公共本部官公自治体ソリューション事業部長） 不 室 克 巳
　執 行 役 員（公共本部教育ＩＣＴ・環境ソリューション事業部大学事業分野担当兼東日本大学営業部長） 吉 永 裕 司
　執 行 役 員（オフィス事業本部オフィスエンジニアリング事業部長） 高 橋 善 浩
　執 行 役 員（管理本部人事部長兼大阪支店長） 金 子 雅 彦
　執 行 役 員（管理本部長） 秋 山 慎 吾
　執 行 役 員（マーケティング本部副本部長兼経営企画部長兼カスタマーリレーション企画部長兼品質環境部長） 中 村 武 史
　執 行 役 員（公共本部教育ＩＣＴ・環境ソリューション事業部ＩＣＴ東日本営業部長） 宮 村 豊 嗣
　執 行 役 員（オフィス事業本部オフィスエンジニアリング事業部副事業部長兼西日本営業部長） 高 崎 恵 二

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
　

人 数 金 額
取 締 役
（うち社外取締役）

７名
（１名）

128,745千円
（5,130千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

５名
（３名）

65,482千円
（35,272千円）

　

（注）1． 取締役の金額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2． 取締役の報酬限度額は、平成18年10月14日に開催された第68期定時株主総会において、年額５億円以
内（これには、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）と決議いただいております。

3． 監査役の報酬限度額は、平成18年10月14日に開催された第68期定時株主総会において、年額7,500万
円以内と決議いただいております。

4． 期末日現在の取締役は７名（うち社外取締役１名）、監査役は５名（うち社外監査役３名）であります。

（3）社外役員に関する事項
　 ① 重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

兼職の状況 兼職先との関係

監査役 野辺地 勉
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人代表社員 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人及び菱洋

エレクトロ株式会社と当社との間に取
引関係及び特別の利害関係はありませ
ん。菱洋エレクトロ株式会社社外監査役
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　 ② 当事業年度における主な活動状況
活 動 状 況

取締役 井 上 巖
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、必要な発言を行うととも
に、その経歴を通じて培われた企業実務の知識や経験に基づき、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役 渡 邊 義 夫
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に、また監査役会８回のうち８回に
出席し、必要に応じ、その経歴を通じて培われた企業実務の知識や経験に基づき
発言を行っております。

監査役 福 井 賢
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に、また監査役会８回のうち８回に
出席し、必要に応じ、その経歴を通じて培われた企業実務の知識や経験に基づき
発言を行っております。

監査役 野辺地 勉
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に、また監査役会８回のうち８回に
出席し、必要に応じ、監査法人代表社員としての専門的見地から発言を行ってお
ります。

　

　 ③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度としてお
ります。

5. 会計監査人の状況
（1）名称
　 有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 97百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 132百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報

酬等の額を区分しておらず、実質的に区分もできませんので、上記金額にはこれらの合計額を記載して
おります。

2. 当社の重要な子会社のうち、ウチダエムケーSDN.BHD.及び内田洋行グローバルリミテッドは、当社の
会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年09月12日 18時01分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40 20120208_01）



（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、上
記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査
の遂行が困難であると認められた場合、取締役は、監査役会の同意を得て、または監査役会
の請求により、取締役会の決議を経て、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案い
たします。

6. 会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他業務の適正を確保するための体制

　 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制の基礎として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」
を設置し、体制の整備、運用、維持、見直しを行ってまいります。また、「内田洋行グ
ループ行動規範」に示された内容に基づき、グループ社員全員に対し、自らの行動が
「法令を遵守し、社会倫理に則った行動」となっているかについての意識づけを徹底す
るとともに、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を
行うものといたします。そして、これに加え、内部監査を行う内部監査室を設置し、コ
ンプライアンス体制の整備状況ならびに運用状況についてモニタリングを行うこととい
たします。

② 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発
見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告する
ものといたします。

③ 法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実についての内部通報体制として、
総務部及び人事部、顧問弁護士ならびに社外の窓口業務委託先を直接の情報受領者とす
る内部通報システム「内田洋行グループホットライン」を設置し、「内田洋行グループ
内部通報規程」に基づき、その運用を行うことといたします。

④ 監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報システム「内田洋行グループホットライン」
の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めるこ
とができるものといたします。

⑤ 内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置し、監査役監査及び会計監査とも連携
しながら内部統制の実効性が確保できるものといたします。

　 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報につきましては、文書管理規程を設けその保存媒体に応
じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理を行います。取締役及び監査役は、
常時これらの文書等を閲覧できるものといたします。
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　 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、経済市況等の変動による市場リスク、法、条例等の改正による公的規制リス
ク、製品及びサービス等の欠陥による品質リスク、国内外の取引先、提携先等に関わる
リレーションリスク、その他様々なリスクに対処するため、それぞれのリスクを把握・
管理するための責任部署を設置するとともに、その管理体制の整備状況に対し、適宜モ
ニタリングを行い充実に努めます。

② 自然災害や製品事故等当社の事業に多大な影響を及ぼす事象の発生が認められれば、直
ちに社長をリーダーとする「災害対策本部」や「製品事故対策委員会」を設置し、社内
各部署及び外部アドバイザリーチームを組織し、迅速な初期対応を行うことにより、損
害の拡大を防止し、これを最小に止める体制を整えます。

　 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社
の経営方針及び経営戦略に関する重要事項についての審議機関として取締役会を月１回
開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものといたします。

② 取締役会の決定に基づく業務執行につきましては、職務分掌規程、責任権限規程（権限
基準表）において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるこ
とといたします。

株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
① 当社取締役がグループ各社の管理・指導を行う「担当役員制度」をしき、グループ会社
（連結子会社と定義）における業務の適正を確保いたします。

② グループ会社のモニタリングは内部監査室が担当いたします。
③ グループ会社の監査役を当社から派遣し、業務執行状況を監査いたします。

　 監査役会による監査の実効性の確保に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　 監査役の要望を尊重し、監査役が希望する場合は、補助する使用人（社員）を指名する
ことができます。監査役より指名を受けた社員は、その命令に関して、取締役等の指揮
命令を受けません。なお、補助の指名を受けた社員の人事異動・人事評価等につきまし
ては、監査役の意見を尊重いたします。

② 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制

　 取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に
都度報告するものといたします。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取
締役会及び使用人に対して報告を求めることができることといたします。
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③ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　 監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合においては、顧問弁護士、公認会計士
等の外部専門家との連携を行うことができます。

　 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体
とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした姿勢で対応いたします。ま
た、この基本方針を「内田洋行グループ行動規範」に明記し、組織全体として対応する
ことといたします。

（2）会社の支配に関する基本方針
　 ① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、平成19年９月３日開催の取締役会において、以下のとおり「当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、基本方針といいま
す。）を決定いたしました。
当社は、当社の株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。従って、当
社の財務及び事業の方針の決定を支配することが可能な数の株式を取得する買付提案に
応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えま
す。
当社は、企業価値や株主共同の利益を確保・向上させていくためには、人的資産を中長
期的視点で育成し、常に新しい技術・デザインを吸収し、事業パートナーとの信頼関係
や、優良な顧客基盤を維持・拡大することが不可欠と考えております。
しかし、株式の大量取得行為の中には、買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業
価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に
株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条
件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時
間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、
向上させることにならないものも存在します。当社は、このような不適切な株式の大量
取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではな
く、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることによ
り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　 ② 基本方針の実現に資する取り組み
　 ＜企業価値向上のための取組み＞

当社グループは、前中期経営計画に引き続き、今般、第13次中期経営計画を策定し、安
定して利益を生み成長する企業、活力ある誠実な企業を目指して、顧客への提供価値を
重視した経営に取り組んでいます。今後とも企業としての存在価値の根幹である「健全
なる持続的成長」を経営の最大テーマと考え、各事業の構造改革を加速するとともに、
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グループ経営の体質強化・充実を図り、企業価値の更なる向上を目指してまいります。
　 ＜コーポレート・ガバナンスについて＞

当社は、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定と、責任の明確化及び事業の透明性
の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。具体的に
は、平成18年に執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を進めてい
るほか、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責
任を明確にするために取締役の任期を１年とする等の施策を実施しております。
また、コンプライアンスに関しては、毎年12月１日を「コンプライアンスデイ」と定
め、コンプライアンスの意義について確認するとともに、「内田洋行グループ行動規範」
を制定し、当社グループをあげて、その徹底に努めております。
以上の諸施策は、全てのステークホルダーとの良好で継続的な関係が維持できてはじめ
て実現するものであります。中でも、企業経営の最大資源は人（社員）であり、当社は
一貫して、企業力の源泉は人（社員）と認識し、「人財」を育成しお客様の創造に取り
組んでまいりました。当社の基本理念である「お客様の成長支援」は、こうした「人
財」を核とし、中長期的な経営視点に立って、お客様とともに成長することで、はじめ
て成り立つものと考えております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み
当社は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否か
を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために
必要な時間及び情報を確保するとともに、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉
等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する
大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると認識しております。
そのため、当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針
の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、「当社株式の大量取得
行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、旧プランといいます。）の導入について、
平成19年10月13日開催の第69期定時株主総会において、株主の皆様からご承認をいた
だきました。さらに、旧プラン導入後の情勢変化、法令等の改正等を踏まえて、平成22
年９月１日開催の取締役会において旧プランの内容を一部変更した上で、「当社株式の
大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、更新後の対応策を本プランといい
ます。）を更新することを決議し、同年10月16日開催の第72期定時株主総会において本
プランの更新について、株主の皆様からご承認をいただきました。
本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をす
るために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との協議・交渉等の機
会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるこ
とを目的としております。
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本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（以
下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」と
いいます。）に対し事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手
続を定めております。
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等を行う
場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場
合等には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買
付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付され
た新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権の無償割当ての
方法により割り当てます。本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その
行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場
合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大３分の１まで希釈化される可能性
があります。
本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について
は、取締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外者等から構成される独立委
員会の客観的な判断を経ることとしております。また、これに加えて、本新株予約権の
無償割当ての実施に際して独立委員会が株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当て
の実施に関する株主の皆様の意思を確認することを勧告した場合には、当社取締役会は
かかる株主総会を招集するものとされております。さらに、こうした手続の過程につい
ては、株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保することとしております。

　 ④ 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当
社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策とし
て策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものでは
なく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
また、本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じる
べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案
するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉
等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するた
めの枠組みであります。従って、本プランは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益
を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあり
ません。

― 20 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年09月12日 18時01分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40 20120208_01）



連結貸借対照表
（平成24年７月20日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

49,607
13,947
24,059
5,577
3,150
381
1,177
153
1,292

△ 131
29,630
16,762
6,011
172
1,152
9,312
40
73

1,839
1,721
118

11,028
5,010
15

1,497
3,095
1,812

△ 403

流 動 負 債 37,998
支払手形及び買掛金 25,180
短 期 借 入 金 3,485
１年内返済予定の長期借入金 799
未 払 費 用 3,558
未 払 法 人 税 等 355
未 払 消 費 税 等 192
賞 与 引 当 金 1,264
工 事 損 失 引 当 金 95
そ の 他 3,066

固 定 負 債 10,742
長 期 借 入 金 1,965
繰 延 税 金 負 債 8
退 職 給 付 引 当 金 5,726
資 産 除 去 債 務 272
の れ ん 26
そ の 他 2,743
負 債 合 計 48,740
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 29,172
資 本 金 5,000
資 本 剰 余 金 3,225
利 益 剰 余 金 21,512
自 己 株 式 △ 564

その他の包括利益累計額 △ 590
その他有価証券評価差額金 241
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 832

少 数 株 主 持 分 1,915
純 資 産 合 計 30,497

資 産 合 計 79,238 負 債 及 び 純 資 産 合 計 79,238
（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書
（平成23年７月21日から
平成24年７月20日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 121,294
売 上 原 価 92,889
売 上 総 利 益 28,404
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 28,632
営 業 損 失 228
営 業 外 収 益
受 取 利 息 48
金 型 ・ 設 備 使 用 料 133
不 動 産 賃 貸 料 112
の れ ん の 償 却 額 43
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 19
そ の 他 446 803

営 業 外 費 用
支 払 利 息 112
売 上 割 引 84
不 動 産 賃 貸 費 用 42
そ の 他 126 365

経 常 利 益 209
特 別 利 益
訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額 87
保 険 解 約 返 戻 金 54 141

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 206
事 務 所 移 転 費 用 130
関 係 会 社 株 式 評 価 損 25
減 損 損 失 5 368

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 16
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 427
法 人 税 等 調 整 額 56 484
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 500
少 数 株 主 利 益 159
当 期 純 損 失 660

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書
（平成23年７月21日から
平成24年７月20日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 5,000 3,225 22,628 △ 563 30,289
当連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △ 503 △ 503
当 期 純 損 失 △ 660 △ 660
自 己 株 式 の 取 得 △ 0 △ 0
合 併 に よ る 増 加 47 47
株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額)

当連結会計年度中の変動額合計 － － △1,116 △ 0 △1,116
当連結会計年度末残高 5,000 3,225 21,512 △ 564 29,172

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 397 △ 781 △ 383 1,793 31,699
当連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △ 503
当 期 純 損 失 △ 660
自 己 株 式 の 取 得 △ 0
合 併 に よ る 増 加 47
株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額) △ 156 △ 50 △ 206 121 △ 85

当連結会計年度中の変動額合計 △ 156 △ 50 △ 206 121 △1,202
当連結会計年度末残高 241 △ 832 △ 590 1,915 30,497

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸 借 対 照 表
（平成24年７月20日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
リ ー ス 投 資 資 産
商 品
仕 掛 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
関係会社短期貸付金
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権 等
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

27,293
4,300
5,297
9,046

2
4,316
2,748
24
97
857
40
552
23
75

△ 89
28,516
13,608
4,930
65
11
982
7,599
18

1,557
1,501
56

13,350
3,634
4,923

7
2,190

1
2,106
855

△ 367

流 動 負 債 26,860
支 払 手 形 871
買 掛 金 17,330
短 期 借 入 金 2,940
１年内返済予定の長期借入金 780
リ ー ス 債 務 1
未 払 金 971
未 払 費 用 1,878
未 払 法 人 税 等 106
未 払 消 費 税 等 48
前 受 金 1,081
預 り 金 221
賞 与 引 当 金 553
工 事 損 失 引 当 金 76

固 定 負 債 7,900
長 期 借 入 金 1,940
リ ー ス 債 務 1
退 職 給 付 引 当 金 3,580
資 産 除 去 債 務 61
預 り 保 証 金 2,287
そ の 他 30
負 債 合 計 34,761
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 20,792
資 本 金 5,000
資 本 剰 余 金 3,629
資 本 準 備 金 3,629
利 益 剰 余 金 12,694
利 益 準 備 金 1,168
その他利益剰余金 11,526
不動産圧縮積立金 1,792
別 途 積 立 金 6,110
繰 越 利 益 剰 余 金 3,623

自 己 株 式 △ 530
評価・換算差額等 255
その他有価証券評価差額金 255
純 資 産 合 計 21,048

資 産 合 計 55,809 負債及び純資産合計 55,809
（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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損 益 計 算 書
（平成23年７月21日から
平成24年７月20日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 78,281
売 上 原 価 61,344
売 上 総 利 益 16,937
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,015
営 業 損 失 1,078
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 309
雑 収 入 697 1,007

営 業 外 費 用
支 払 利 息 99
売 上 割 引 127
不 動 産 賃 貸 費 用 112
雑 損 失 75 414

経 常 損 失 485
特 別 利 益
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 874
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 600
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 112
訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額 87 1,673

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,607
投 資 有 価 証 券 評 価 損 206
事 務 所 移 転 費 用 98
減 損 損 失 1 1,913

税 引 前 当 期 純 損 失 725
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 50
法 人 税 等 調 整 額 15 65
当 期 純 損 失 790

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書
（平成23年７月21日から
平成24年７月20日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

不動産
圧 縮
積立金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

当事業年度期首残高 5,000 3,629 3,629 1,168 1,653 6,110 5,056 13,987
当事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △ 503 △ 503
当 期 純 損 失 △ 790 △ 790
不動産圧縮積立金の積立 138 △ 138 －
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当事業年度中の変動額（純額)

当事業年度中の変動額合計 － － － － 138 － △1,432 △1,293
当 事 業 年 度 末 残 高 5,000 3,629 3,629 1,168 1,792 6,110 3,623 12,694

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 計

当事業年度期首残高 △ 530 22,086 405 405 22,492
当事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △ 503 △ 503
当 期 純 損 失 △ 790 △ 790
不動産圧縮積立金の積立 － －
自 己 株 式 の 取 得 △ 0 △ 0 △ 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当事業年度中の変動額（純額) △ 150 △ 150 △ 150

当事業年度中の変動額合計 △ 0 △1,293 △ 150 △ 150 △1,444
当 事 業 年 度 末 残 高 △ 530 20,792 255 255 21,048

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成24年９月10日

株式会社 内 田 洋 行
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 富 永 貴 雄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 口 昌 邦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 田 俊 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社内田洋行の平成23年７月21日から
平成24年７月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの
評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結
計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、株式会社内田洋行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成24年９月10日

株式会社 内 田 洋 行
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 富 永 貴 雄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 口 昌 邦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 田 俊 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社内田洋行の平成23年７月21
日から平成24年７月20日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成23年7月21日から平成24年7月20日までの第74期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した見解として、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役
会、経営執行役員会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社につ
いては担当役員制に基づく担当役員や当該子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受け、その業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当
該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務遂行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事
項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい
ては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各
取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の
会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成24年９月12日
株式会社内田洋行 監 査 役 会
常勤監査役 久 田 雅 康 ㊞
常勤監査役 渡 邊 義 夫 ㊞（社外監査役）
常勤監査役 福 井 賢 ㊞（社外監査役）
常勤監査役 木 岡 明 治 ㊞
監 査 役 野辺地 勉 ㊞（社外監査役）

以 上
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株主総会参考書類

　議案及び参考事項

　 第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じま
す。

　 期末配当に関する事項
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策のひとつとしてお
り、企業体質の強化による「健全なる持続的成長」を目指し、長期的か
つ総合的な株主価値の向上を図りつつ安定的な配当を持続することを基
本方針としております。このような方針のもと、当期の年間配当金につ
きましては、安定配当維持の観点から、前期と同様１株当たり10円と
させていただきたいと存じます。

　 （1）配当財産の種類
　 金銭
　 （2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式１株につき金10円 総額503,336,690円
　 （うち普通配当10円）
　 （3）剰余金の配当が効力を生じる日
　 平成24年10月16日

― 30 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年09月12日 18時01分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40 20120208_01）



　 第２号議案 取締役７名選任の件
　本総会終結の時をもって、現任取締役全員（７名）が任期満了となり
ますので、取締役７名の選任を願いたく、次のとおり候補者を推薦いた
します。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１ 柏　原
かし はら

　 孝
たかし

（昭和25年５月10日）

昭和48年３月 当社入社

61,000株

平成15年10月 当社取締役九州支社長
平成18年７月 当社取締役常務執行役員マーケテ

ィング本部長
平成19年７月 当社取締役専務執行役員管理本部

長兼マーケティング本部長
平成20年７月 当社代表取締役社長
平成21年７月 当社代表取締役社長兼営業本部長
平成22年７月 当社代表取締役社長

現在に至る

２ 大久保
おお く ぼ

　 昇
のぼる

（昭和29年７月１日）

昭和54年３月 当社入社

34,000株

平成15年10月 当社取締役教育システム事業部長
兼ＩＣＴシステムサポート部長

平成16年７月 当社取締役教育システム事業部長
平成17年７月 当社常務取締役マーケティング本

部副本部長兼教育システム事業部
長

平成18年７月 当社取締役常務執行役員教育シス
テム事業部長兼教育総合研究所長

平成20年７月 当社取締役専務執行役員マーケテ
ィング本部長兼教育システム事業
部長兼教育総合研究所長

平成22年７月 当社取締役専務執行役員公共事業
本部長兼教育システム事業部長兼
教育総合研究所長

平成23年７月 当社取締役専務執行役員公共本部
長兼教育ＩＣＴ・環境ソリューシ
ョン事業部長兼教育総合研究所長
現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３ 武
たけ
　 幸太郎

こう た ろう

（昭和27年11月10日）

昭和52年３月 当社入社

21,000株

平成15年10月 当社取締役マーケティング本部長
兼ユビキタス事業部長

平成16年７月 当社取締役マーケティング本部長
兼開発調達事業部長兼海外戦略室
長

平成17年７月 当社常務取締役マーケティング本
部長兼管理本部長兼開発調達事業
部長兼海外戦略室長

平成18年７月 当社取締役常務執行役員管理本部
長

平成19年７月 当社取締役専務執行役員営業本部
長兼オフィス事業部長

平成20年７月 当社取締役専務執行役員営業本部
長兼オフィス事業部長兼営業本部
ＣＲＭ推進室長

平成21年７月 当社取締役専務執行役員オフィス
事業部長

平成22年３月 当社取締役常務執行役員オフィス
事業部長

平成22年７月 当社取締役常務執行役員オフィス
事業本部長

平成23年７月 当社取締役常務執行役員マーケテ
ィング本部長
現在に至る

(重要な兼職の状況)
内田洋行グローバルリミテッド取締役社長

４ 齋　藤　憲　次
さい とう けん じ

（昭和27年６月26日）

昭和50年３月 当社入社

13,000株

平成18年７月 当社執行役員人事部長
平成19年１月 当社執行役員人事部長兼大阪支店

長
平成19年10月 当社取締役執行役員人事部長兼大

阪支店長
平成22年７月 当社取締役執行役員情報エンジニ

アリング事業本部長
平成23年７月 当社取締役執行役員情報事業本部

長
平成24年７月 当社取締役常務執行役員情報事業

本部長
現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

５ 岩　田　正　晴
いわ た まさ はる

（昭和38年２月25日）

昭和61年３月 当社入社

4,000株

平成18年７月 当社執行役員オフィス事業部首都
圏第１営業部長

平成19年７月 当社執行役員オフィス事業部企画
部長

平成20年７月 株式会社東京ウチダシステム代表
取締役社長

平成22年７月 当社執行役員マーケティング本部
長兼経営企画部長

平成22年10月 当社取締役執行役員マーケティン
グ本部長兼経営企画部長

平成23年７月 当社取締役執行役員オフィス事業
本部長兼ＥＣＯ事業部長兼オフィ
ス事業本部企画部長
現在に至る

６
※
秋　山　慎　吾
あき やま しん ご

（昭和30年９月14日）

昭和54年３月 当社入社

2,000株

平成15年７月 当社総務部長
平成18年１月 当社大阪支店長
平成19年７月 当社総務部長
平成23年７月 当社執行役員総務部長
平成24年７月 当社執行役員管理本部長

現在に至る

７
※
廣　瀬　秀　德
ひろ せ ひで のり

（昭和20年６月11日）

昭和43年３月 株式会社西友入社
0株平成元年５月 同社取締役

平成11年５月 株式会社ファミリーマート取締役
平成15年６月 寺田倉庫株式会社代表取締役社長

（注）1. ※印は新任の取締役候補者であります。
2. 候補者と当社との間の特別の利害関係については次のとおりであります。
武幸太郎氏は、内田洋行グローバルリミテッドの取締役社長を兼務し、当社は同社と
の間に什器備品の販売・輸出入等の取引関係があります。
その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 廣瀬秀德氏は社外取締役候補者であります。
4. 廣瀬秀德氏を社外取締役候補者とする理由は、これまでの経歴で培われた豊富な経
験・知見等を、当社の経営にいかしていただくためであります。

5. 当社は、社外取締役が期待される役割を充分発揮できるよう、当社定款において、社
外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定
める損害賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結できる旨を定めておりま
す。当該限定契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に定める
額の合計額を限度としております。廣瀬秀德氏の選任が承認された場合は、同氏との
間で責任限定契約を締結する予定であります。

6. 廣瀬秀德氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに
基づく独立役員となる予定であります。
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　 第３号議案 監査役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役久田雅康、渡邊義夫及び木岡明治の
３氏が任期満了となりますので、監査役３名の選任を願いたく、次のと
おり候補者を推薦いたします。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１ 渡　邊　義　夫
わた なべ よし お

（昭和25年10月16日）

昭和50年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住
友信託銀行株式会社）入社

0株
平成14年４月 同社融資業務部長
平成15年４月 同社審査第二部長
平成16年９月 当社入社顧問
平成16年10月 当社常勤監査役

現在に至る

２ 木　岡　明　治
き おか あき はる

（昭和24年12月５日）

昭和48年３月 当社入社

3,000株

平成２年７月 当社総合エンジニアリング事業部
プロジェクト推進部長

平成７年７月 当社オフィスエンジニアリング事
業部事業法人第一営業部長

平成９年７月 当社スチールケース事業部長兼営
業部長

平成13年７月 当社マーケティング本部ＣＲＭ推
進室長

平成18年７月 当社事業統括室長
平成19年７月 当社オフィス事業部業務統括部長
平成20年７月 当社事業統括室特命部長
平成20年10月 当社常勤監査役

現在に至る

３
※
後　藤　弘　治
ご とう こう じ

（昭和27年７月26日）

昭和50年３月 当社入社

21,000株

平成８年７月 当社経理部長
平成12年７月 当社経理部長兼関連事業室長
平成13年10月 当社取締役経理部長兼関連事業室

長
平成15年７月 当社取締役管理本部長
平成17年７月 当社取締役北海道支社長
平成18年７月 当社取締役執行役員北海道支社長
平成20年７月 当社取締役常務執行役員管理本部

長
平成24年７月 当社取締役

現在に至る
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（注）1. ※印は新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 渡邊義夫氏は社外監査役候補者であります。
4. 渡邊義夫氏を社外監査役候補者とする理由は、金融機関における長年の経験と財務等
に関する豊富な知見を、当社の監査体制にいかしていただくためであります。同氏の
当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって８年となります。同氏とは、会社
法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定
する契約（責任限定契約）を締結しております。当該限定契約に基づく賠償責任の限
度額は、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度としております。同氏
の選任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定でありま
す。

5. 渡邊義夫氏が社外監査役在任中の平成22年３月30日に、当社は、防衛省航空自衛隊
発注の特定什器類の入札に関し、独占禁止法違反行為があったとして、公正取引委員
会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、日頃から法令遵守の
視点に立ち、職務を遂行しておりました。また、当該違反事実の判明後は、再発防止
に向けた当社の取組み内容を確認するなど、法令遵守体制の一層の強化に努めており
ます。

以 上
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株 式 の ご 案 内

事 業 年 度 ７月21日から翌年７月20日まで
定 時 株 主 総 会 毎年10月開催
基 準 日 定時株主総会・期末配当金 毎年７月20日
単 元 株 式 数 1,000株
株 主 名 簿 管 理 人 及 び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(郵 便 物 送 付 先) 〒183-8701 東京都府中市日鋼町１番10
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(電 話 照 会 先) 0120-176-417

(インターネットホームページURL) http://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会
は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡く
ださい。

公 告 掲 載 紙 東京都において発行する日本経済新聞
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所及び大阪証券取引所
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株主総会会場ご案内図
東京都中央区新川二丁目４番７号
株式会社内田洋行 新川本社ビル ２階

■交通のご案内
　●東京メトロ日比谷線 「八丁堀駅」下車、「Ａ４」出口より徒歩約３分
　●ＪＲ京葉線 「八丁堀駅」下車、「Ｂ２」もしくは「Ｂ３」出口より徒歩約７分
　●東京駅よりバスをご利用の場合

東京駅八重洲南口より「東１５系統」もしくは「東１６系統」に乗車後、４つめの停留所
「新川」で下車 徒歩約１分
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